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○ 開催日時 平成２９年８月２４日（木） 午後４時００分から 

○ 開催場所 錦江町役場 庁議室 

○ 出席委員（１５人） 

会長      １番  宿利原勝吉 

代理      ２番  鈴  一麿 

委員      ３番  安水 純一 

〃       ４番  鳥越 秀一 

〃       ５番  徳永 哲朗 

〃        ６番  坂元 博美 

〃       ７番   寺田 郁哉 

〃       ８番  鍋  康博 

〃       ９番  元丸 敏朗 

〃      １０番  貫見 和洋 

〃      １１番  毛下 利美 

〃      １２番  内薗 雄治 

〃      １３番  宿利原 進 

〃      １４番  本釜 好子 

〃      １５番  平原  栄 

 

 

○事務局職員  事務局長 窪 和人  書記 折久木まり子   書記 川越 正治 

  



 

○議事日程 

 １、開会 

 

 ２、農業委員憲章朗読 

 

 ３、会長あいさつ 

 

 ４、議 事 

 

  第１ 議事録署名委員の指名について 

 

  第２ 会務報告について 

 

  第３ 附議事項 

 

    議案第２２号  農地法第４条許可申請について 

 

議案第２３号  農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農用地利 

        用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について 

 

    委嘱第 １号  錦江町農地利用最適化推進委員の委嘱について 

 

委嘱第 ２号  錦江町農地利用最適化推進委員の委嘱について 

 

委嘱第 ３号  錦江町農地利用最適化推進委員の委嘱について 

 

委嘱第 ４号  錦江町農地利用最適化推進委員の委嘱について 

 

委嘱第 ５号  錦江町農地利用最適化推進委員の委嘱について 

 

委嘱第 ６号  錦江町農地利用最適化推進委員の委嘱について 

 

委嘱第 ７号  錦江町農地利用最適化推進委員の委嘱について 

 

委嘱第 ８号  錦江町農地利用最適化推進委員の委嘱について 

  



     

議 長 

 只今より平成２９年８月錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。 

 本日の出席は全員であり、錦江町農業委員会会議規則第８条の規定により、総

会は成立していることをお知らせします。 

 

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により、本日の会

議録署名委員に４番 鳥越委員と５番 徳永委員を指名いたしますので、よろし

くお願いします。 

 

議 長 次に、会務報告についてを議題とします。 

事務局から報告と説明をお願いいたします。 

 

事務局 「会務報告と説明」 

 

議 長 只今の会務報告について、質問等はありませんか。 

 

１２番 

内薗委員 

３１日は全員ですか。 

 

議 長 全員です。 

 

議 長 他に質疑はありませんか。 

 

全委員 （発言なし） 

 

議 長 無いようですので、以上で会務報告を終わります。 

それでは附議事項に入ります。 

 

議 長 議案第２２号 農地法第４条許可申請についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

事務局 それでは議案第２２号について説明いたします。 

資料については、２頁、３頁をご覧ください。 

受付番号１号は、農家住宅建設のための申請となっています。 

申請者はＦ・Ｙさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は神川字城８１４番２、地目は畑、地積は６１７㎡となっています。 

４頁から７頁にかけて、位置図、配置図等を添付してありますので、お目通し

をお願いいたします。 

この件の担当調査員は、１２番 内薗委員です。以上です。 



議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告を、１２番 

内薗委員お願いします。 

 

１２番 

内薗委員 

はい。それでは調査報告をいたします。 

８月１８日に徳永委員と事務局２名の４名で調査いたしました。 

先ず場所ですが、５頁をご覧ください。５頁の真ん中の右側の方に申請地があ

ります。旧ＪＡスタンドからＫの集落内に入って行きまして、申請人のＦ・Ｙさ

んの自宅の西側にある畑になります。 

集落内にある農地で農地区分は２種農地となります。また、転用面積も農家住

宅の転用基準面積１，０００㎡以内の６１７㎡でありますので、転用するにあた

り何ら問題は無いと判断したところです。皆様のご審議をよろしくお願いいたし

ます。 

 以上で調査報告を終わります。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２２号を採決します。 

お諮りします。 

議案第２２号は、原案のとおり許可することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２２号については、原案のとおり許可することに決定

しました。 

 

議 長 次に、議案第２３号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による 

農用地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請についてを議題とし

ます。 

会議資料のとおり、今回は１２３筆の利用集積計画について審議しなければな

りませんので、事務局の説明と担当調査員の報告、質疑を２回に分けて行い、そ

の都度議決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 



委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

それでは議案第２３号のうち、受付番号４９号から５５号までを議題とします。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第２３号のうち、受付番号４９号から５５号までについて説明い 

たします。 

先ず受付番号４９号の貸し人はＫ・Ｙさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は田代川原字並木ノ上５７８４番２、地目は田、地積は１，５７７㎡と

なっています。 

 貸付期間は平成２９年８月２５日から平成３４年１２月１４日まで、小作料金

は米（籾）１俵となっています。 

借り人は、Ｈ・Ｍさん、Ｈ自治会在住の方です。 

Ｈ・Ｍさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者１名、雇用が１人で１００

日、自作地１，３０７㎡、小作地５，１９３㎡で、水稲、露地野菜を主体とした

経営をされています。 

農業従事日数は２００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、

田植機各１台となっています。 

この件の担当調査員は、１１番 毛下委員です。 

 

次の受付番号５０号の貸し人はＴ・Ｔさん、Ｍ町在住の方です。 

申請地は神川字平内１４６８番１、地目は畑、地積は３，１９１㎡となってい

ます。 

 貸付期間は平成２９年１２月１５日から平成３４年１２月１４日までで、小作

料金は４６，０００円となっています。 

一方、借り人は、Ｍ・Ｚさん、Ｂ自治会在住の方です。 

Ｍ・Ｚさんの経営状況は、世帯員５名、農業従事者３名、雇用が３人で２４０

日、自作地５３，５０６㎡、小作地２１，３２８㎡で、茶を主体とした経営をさ

れています。 

農業機械の所有状況は、トラック、軽トラック、動噴、裾払機、肥料散布機各

１台となっています。 

 

次の受付番号５１号の貸し人はＴ・Ｋさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は神川字川路中迫１６５８番、地目は畑、地積は２，７７３㎡となって

います。 

 貸付期間は平成２９年１２月１５日から平成３４年１２月１４日までで、小作



料金は３６，０００円となっています。 

借り人は、受付番号５０号と同じＭ・Ｚさんです。 

 

次の受付番号５２号、５３号の貸し人はＴ・Ｔさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は５２号が神川字川路中迫１６４５番１、地目は畑、地積は１，７０３

㎡、５３号が神川字川路中迫１６５９番１、地目は畑、地積は４，４３６㎡で、

２筆の合計は６，１３９㎡となっています。 

 貸付期間は平成２９年１２月１５日から平成３４年１２月１４日までで、小作

料金は５２号が２６，０００円、５３号が６０，０００円となっています。 

借り人は、受付番号５０号と同じＭ・Ｚさんです。 

 

次の受付番号５４号、５５号の貸し人はＴ・Ｔさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は５４号が神川字矢太郎落１７１８番、地目は畑、地積は６，０８３㎡、

５５号が城元字六反田宇都２２１７番１、地目は畑、地積は１，２６０㎡で、２

筆の合計は７，３４３㎡となっています。 

 貸付期間は平成２９年１２月１５日から平成３４年１２月１４日までで、小作

料金は５４号が９０，０００円、５５号が２０，０００円となっています。 

一方、借り人は、Ｔ・Ｙさん、Ｂ自治会在住の方です。 

Ｔ・Ｙさんの経営状況は、世帯員５名、農業従事者４名、雇用が５人で１００

日、自作地１１７，６５４㎡、小作地２８，７１６㎡で、茶、露地野菜を主体と

した経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラック４台、トラクター、茶摘採機各１台となって

います。 

受付番号５０号から５５号までの担当調査員は、１４番 本釜委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、各担当調査員の調査報告をお願い

いたします。 

先ず、受付番号４９号について、１１番 毛下委員お願いします。 

 

１１番 

毛下委員 

はい。報告します。 

この田は、今までもＨさんが借りて米を作られておりましたが、昨年、Ｙさん 

の両親が共に亡くなられたということで、利用権を結んでおくことになりまし

た。Ｈさんはスーパーを経営しながら農業をされております。場所は、原から雄

川を通って平石に抜ける道で、日当たりの良いところです。よろしくお願いいた

します。 

 



議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号５０号から５５号までについて、１４番 本釜委員お願いいた 

します。 

 

１４番 

本釜委員 

はい。受付番号５０号から５５号について報告いたします。こちらは６筆全部

茶園になっております。５０号から５３号までの４筆なんですが、１２月まで、

次の５４号、５５号のＴ・Ｙさんが耕作されます。以後、同じ盤山のＭ・Ｚさん

が引き続き耕作されることになりました。ＭさんはＹ茶工場の代表をされていま

すし、認定農業者でもあり、何ら問題は無いと考えます。 

５４号、５５号のＴさんなんですが、茶工場の組合員でもあり、茶園も草払い

も綺麗にされており、何ら問題は無いと考えます。よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

４ 番 

鳥越委員 

今、大体茶の場合は平均１５，０００円ぐらいが相場でしょう。昔ののがすご

く高いもんだから。 

 

１ 番 

宿利原（勝）委員 

昔は６万円ぐらいしごったとをなあ。 

 

 

４ 番 

鳥越委員 

だから下げてくれと言われたときに、どの程度下げれば良いかと思って。 

 

 

５ 番 

徳永委員 

５０番から５３番までは、Ｔさんが契約を結んでいらっしゃるんですか。 

 

 

事務局 そうです。今契約されていて今度更新に当ってされないので、引き続き新規で

Ｍさんが借ります。 

議 長 他にありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

 



議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２３号のうち、受付番号４９号から５５号までを採決します。 

お諮りします。 

議案第２３号のうち、受付番号４９号から５５号までについては、原案のとお

り決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２３号のうち受付番号４９号から５５号までについて

は、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に議案第２３号のうち、受付番号５６号から１７１号までを議題とします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第２３号のうち、受付番号５６号から１７１号までについて説明 

いたします。 

 受付番号５６号から１７１号までについては、農地中間管理事業による利用権

の設定でございます。 

 お手元の配分計画案をご覧ください。 

 左側が利用権設定対申請地、中ほどが再配分条件、右側が再配分予定者、そし

て一番右側が協力金対象欄となっています。 

 今回、大根占地区の小字の鳥ノ巣、不動ケ上、道ノ迫、道ノ迫平については、

地域集積に取り組んだものでございます。 

 その他については、経営転換、耕作者協力金の対象となっているもの、協力金

の対象にはならないけれども、農地中間管理事業を使って利用権を結ぼうとする

ものです。 

 審議のほどよろしくお願いいたします。 

 初めての方もいらっしゃいますので、農地中間管理事業について若干説明をさ

せて頂きます。 

 （農地中間管理事業について説明） 

 

議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、しばらく資料の方に目を通してくだ

さい。 

質疑はありませんか。 

 



委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第２３号のうち、受付番号５６号から１７１号までを採決しま

す。 

お諮りします。 

議案第２３号のうち、受付番号５６号から１７１号までについては、原案のと

おり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２３号のうち、受付番号５６号から１７１号までにつ

いては、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に、委嘱第１号から委嘱第８号までの錦江町農地利用最適化推進委員の委嘱

について一括して議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 先程開催いたしました評価委員会におきまして、各地区から応募のあった方に

ついて評価して頂きました。 

その結果、お手元にお配りしました８名の方を最適化推進員として委嘱すると

いうことでの提案でございます。 

よろしくご審議下さるようお願いいたします。 

 

議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、ご意見等はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 ご意見も無いようですので、これから採決いたします。 

採決については、一人ずつ採決します。 

先ず、委嘱第１号について採決します。 

馬場地区の最適化推進委員として、内薗政文さんを委嘱することにご異議あり

ませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 



議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、委嘱第１号については、原案のとおり委嘱することに決定し

ました。 

 

議 長 次に、委嘱第２号について採決します。 

城元地区の最適化推進委員として、山中 徹さんを委嘱することにご異議あり

ませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、委嘱第２号については、原案のとおり委嘱することに決定し

ました。 

 

議 長 次に、委嘱第３号について採決します。 

神川地区の最適化推進委員として、水流佳文さんを委嘱することにご異議あり

ませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、委嘱第３号については、原案のとおり委嘱することに決定し

ました。 

 

議 長 次に、委嘱第４号について採決します。 

宿利原地区の最適化推進委員として、 竹原政洋さんを委嘱することにご異議

ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、委嘱第４号については、原案のとおり委嘱することに決定し

ました。 

 

議 長 次に、委嘱第５号について採決します。 

池田地区の最適化推進委員として、安水峯晴さんを委嘱することにご異議あり

ませんか。 



委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、委嘱第４号については、原案のとおり委嘱することに決定し

ました。 

 

議 長 ここで、８番 鍋委員の退室を求めます。 

            「鍋 委員退室」 

議 長 次に、委嘱第６号について採決します。 

麓地区の最適化推進委員として、西川 健児さんを委嘱することにご異議あり

ませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、委嘱第６号については、原案のとおり委嘱することに決定し

ました。 

 

議 長 ここで、８番 鍋委員の入室を求めます。 

       「鍋委員 入室」 

議 長 次に、委嘱第７号について採決します。 

上部地区の最適化推進委員として、折小野道夫さんを委嘱することにご異議あ

りませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、委嘱第７号については、原案のとおり委嘱することに決定し

ました。 

 

議 長 次に、委嘱第８号について採決します。 

大原地区の最適化推進委員として、横原利己さんを委嘱することにご異議あり

ませんか。 

 



委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、委嘱第８号については、原案のとおり委嘱することに決定し

ました。 

 

議 長 ここで追加日程１として、担当地区の見直しについてを議題とします。 

資料をお配りしますので、しばらくお待ちください。 

 

（資料配布） 

 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは説明いたします。 

お手元にお配りしました。担当地区割り案をご覧ください。 

ただいま、最適化推進委員の委嘱が決定しましたので、農業委員、推進委員を

それぞれの担当地区の集落ごとの地区割（案）作ってみましたので、皆様のご意

見を頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、ご意見等はありませんか。 

 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 意見が無いようですので、このとおり担当地区を決定することにご異議ありま

せんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、担当地区の見直しについては決定しました。 

 

議 長 以上で、平成２９年８月錦江町農業委員会定例総会の附議事項の協議を終了い

たします。 
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